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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例

第
一
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
以
下
の
条
例
中
の
同
法
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
規
定
を

整
備 

 

㈠ 

埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
） 

 

㈡ 

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
） 

 

㈢ 

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日 

 
 

 



条

例 

埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 平

成
三
十
一
年
二
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
条
第
七
項
第
二
号
」

に
改
め
る
。 

一 

埼
玉
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第 

 

二
条
第
二
項 

二 

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
第
二
条
第 

 

 

二
項
第
二
号 

三 

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
四
条 

 

第
二
号 

 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
七
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

九
条
と
し
、
第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
第
五
条
を
第
七
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
従
業
者
名
簿
） 

第
六
条 

有
害
役
務
営
業
者
は
、
当
該
有
害
役
務
営
業
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
退
職
し
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
そ
の
者
に
係
る
条
例
第
十
七
条
の
七
の
従
業
者

名
簿
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
例
第
十
七
条
の
七
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
有
害
役
務
営
業
に
係
る
業
務
に

従
事
す
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

性
別 

四 

住
所 

五 

雇
入
れ
の
年
月
日 

六 

従
事
す
る
業
務
の
内
容 

七 

退
職
（
死
亡
を
含
む
。
）
を
し
た
年
月
日 

 

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。 

 

（
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
衣
服
等
） 

第
一
条 

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
二
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
衣
服
は
、
水
着
又
は
下

着
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
三
条
第
十
二
号
ニ
⑵
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
衣
服
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二



十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
そ
の
児
童
又
は
生
徒
に
着
用

を
指
定
す
る
制
服
又
は
運
動
服
と
す
る
。 

３ 
条
例
第
三
条
第
十
二
号
ニ
⑶
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
文
字
、
数
字
そ
の
他
の
記
号
は
、

別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

４ 

条
例
第
三
条
第
十
二
号
ニ
⑶
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
映
像
、
写
真
又
は
絵
は
、
第
二
項

の
制
服
若
し
く
は
運
動
服
又
は
こ
れ
ら
を
着
用
す
る
人
の
姿
態
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

 

Ｊ
Ｋ
、
十
五
歳
、
十
六
歳
、
十
七
歳
、
十
八
歳
、
高
一
、
高
二
、
高
三
、
高
校
一
年
生
、
高

校
二
年
生
、
高
校
三
年
生
、
こ
ど
も
、
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
、
ジ
ャ
ー
ジ
、
ス
ク
ー
ル
、
ス
ク
ー
ル

水
着
、
ス
ク
水
、
セ
ー
ラ
ー
服
、
テ
ィ
ー
ン
、
テ
ス
ト
、
ブ
ル
マ
、
ブ
レ
ザ
ー
、
ラ
ン
ド
セ
ル
、

乙
女
、
女
の
子
、
開
校
、
課
外
、
学
院
、
学
園
、
学
生
、
学
生
服
、
学
年
、
学
校
、
家
庭
科
、

教
育
実
習
生
、
教
師
、
教
室
、
現
役
、
高
校
、
高
校
生
、
校
則
、
公
立
、
黒
板
、
在
校
生
、
児

童
、
授
業
、
授
業
料
、
出
席
表
、
出
席
簿
、
少
女
、
女
子
校
生
、
女
子
高
生
、
私
立
、
新
学
期
、

新
入
生
、
生
徒
、
制
服
、
先
生
、
全
日
制
、
卒
業
、
体
育
祭
、
体
操
着
、
体
操
服
、
担
任
、
中

学
生
、
通
学
路
、
転
校
生
、
同
級
生
、
当
校
、
登
校
、
特
待
生
、
日
直
、
入
学
、
部
員
、
部
活
、

部
活
動
、
放
課
後
、
娘
、
優
等
生 

 

備
考 

平
仮
名
、
片
仮
名
、
漢
字
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
又
は
ロ
ー
マ
字
の
表
示
又
は
当
て
字
に
よ 

 
 

つ
て
呼
称
が
同
一
と
な
る
も
の
を
含
む
。 

 

様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 

 
 

 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
裏
中 

   
 

 
 

 

を
「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

「
⑸

 
店
舗
型
有
害

 
役
務
営
業
の
営
業
所

 

 
⑹

 
無
店
舗
型
有

 
害
役
務
営
業
の
事
務
所
、
受
付
所
又
は
待
機
所
（
客
の
依
頼
を
受

 
け

 
て
派
遣

 

 
 
さ
れ
る
第
３
条

 
１
２
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
役
務
を
行
う
者
を
待
機
さ
せ

 
る

 
た
め
の

 

 
 
の
施
設
を
い
う

 
 

 
⑺

 
第
２
１
条
の

 
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
場
所

 

 
⑻

 
イ
ン
タ
ー
ネ

 
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
装
置
を
公
衆
の
利
用
に
供

 
す

 
る
場
所

 

「
あ
て
先
」

 

「
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
さ
せ
る
」
 

問
さ
せ
る
」
 

⑸
 
第
２
１
条
の
２
第

 
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
場
所

 

⑹
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

 
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
装
置
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る

 
場

 

⑺
 
携
帯
電
話
イ
ン
タ

 
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
等
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場

 

⑻
 
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機

 
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
そ
の
他
の
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
戯
を

 
さ

 

 
る
営
業
（
風
適
法
第

 
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。
）
を
行
う
場
所

 

「
（
第
２
条
関
係
）
」

 
「
（
第
３
条
関
係
）
」

 

「
（
第
４
条
関
係
）
」

 
「
（
第
５
条
関
係
）
」

 

「
（
第
９
条
関
係
）
」

 
「
（
第
１
１
条
関
係
）
」

 

「
宛
先
」

 
「
あ
て
先
」

 

「
（
第
３
条
関
係
）
」

 
「
（
第
２
条
関
係
）
」

 

「
（
第
２
条
関
係
）
」

 
「
（
第
３
条
関
係
）
」

 

「
宛
先
」

 

「
あ
て
先
」

 

「
質

 

「
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

    
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

 
「
⑵

 
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項

 

 
 

 
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同

 

 
 

 
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
た
者

 

⑸
 
第
２
１

 
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
場
所

 

⑹
 
イ
ン
タ

 
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
装
置
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
場
所

 

⑺
 
携
帯
電

 
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
等
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場

 

⑻
 
テ
レ
ビ

 
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
そ
の
他
の
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
技
を
さ
せ

 

 
る
営
業
（

 
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。
）
を
行
う
場
所

 

⑸
 
店
舗
型
有
害

 
役
務
営
業
の
営
業
所

 

⑹
 
無
店
舗
型
有

 
害
役
務
営
業
の
事
務
所
、
受
付
所
又
は
待
機
所
（
客
の
依
頼
を
受
け
て
派
遣

 

 
さ
れ
る
第
３
条

 
第
１
２
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
役
務
を
行
う
者
を
待
機
さ
せ
る
た
め

 

 
施
設
を
い
う
。

 
。
）

 

⑺
 
第
２
１
条
の

 
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
場
所

 

⑻
 
イ
ン
タ
ー
ネ

 
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
装
置
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
場
所

 

⑼
 
携
帯
電
話
イ

 
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
等
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場

 

⑽
 
テ
レ
ビ
ゲ
ー

 
ム
機
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
そ
の
他
の
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
技
を
さ
せ

 

 
る
営
業
（
風
適

 
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。
）
を
行
う
場
所

 

「
第
３
０
条
」
 

 

「 

「
⑸

 
店
舗
型
有
害

 
役
務
営
業
の
営
業
所

 

 
⑹

 
無
店
舗
型
有

 
害
役
務
営
業
の
事
務
所
、
受
付
所
又
は
待
機
所
（
客
の
依
頼
を
受

 
け

 
て
派
遣

 

 
 
さ
れ
る
第
３
条

 
１
２
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
役
務
を
行
う
者
を
待
機
さ
せ

 
る

 
た
め
の

 

 
 
の
施
設
を
い
う

 
 

 
⑺

 
第
２
１
条
の

 
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
場
所

 

 
⑻

 
イ
ン
タ
ー
ネ

 
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
端
末
装
置
を
公
衆
の
利
用
に
供

 
す

 
る
場
所

 

 
⑼

 
携
帯
電
話
イ

 
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
等
の
営
業
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場

 

 
⑽

 
テ
レ
ビ
ゲ
ー

 
ム
機
、
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
そ
の
他
の
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊

 
戯

 
を
さ
せ

 

 
 
る
営
業
（
風
適

 
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
営
業
を
除
く
。
）
を
行
う

 
場

 
所

 

「
第
２
９
条
の
２
」

 
「
１
０
万
円
以
下
」
 
「
２
０
万
円
以
下
」
 

⑷
 
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

 

⑷
 
第
２
６

 
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者
」

 

 
「
⑵

 
第
２
６
条
第

 
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項

 

 
 

 
の
規
定
に
よ
る

 
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同

 

 
 

 
項
の
規
定
に
よ

 
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
た
者

 
 

 
 
」

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
四
号 

 
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 

 
 

 
 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

 
 

 
 

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 

イ 

平
成
三
十
一
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
五
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

ロ 

平
成
三
十
一
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
十
一
月
十
一
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

ハ 

平
成
三
十
一
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
六
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
五
号 

 
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 

 
 

 
 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

 
 

 
 

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 

イ 

平
成
三
十
一
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
五
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

ロ 

平
成
三
十
一
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
十
一
月
十
一
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

ハ 

平
成
三
十
一
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
六
千
円 

 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
一
点
、
大
字
新
井
宿
地
区
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
大
字
新
井
宿
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
吉
川
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

吉
川
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

吉
川
市
八
子
新
田
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
の
区
域
を
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

                            

定
峰
８ 

定
峰
５ 

定
峰
６ 

定
峰
３
‐
４ 

定
峰
１
‐
３ 

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

 



                                   

栃
谷
入
沢
１ 

栃
谷
中
郷
１ 

定
峰 

定
峰
１
０
‐
３ 

定
峰
１
０
‐
１ 

定
峰
１
１
‐
３ 

定
峰
１
１
‐
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

栃
谷
下
郷
２
‐
２ 

栃
谷
下
郷
２
‐
１ 

栃
谷
下
郷
５ 

栃
谷
下
郷
４ 

栃
谷
下
郷
３ 

栃
谷
入
沢
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

大
棚
８
‐
１ 

木
戸
原
４
‐
４ 

木
戸
原
２
‐
１ 

矢
追
５ 

矢
追
３
‐
３ 

下
長
芦 

矢
追
１ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

大
棚
２
‐
２ 

大
棚
２
‐
１ 

大
棚
４ 

大
棚
３ 

大
棚
１ 

深
田 

大
棚
８
‐
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

 



                                   

中
道
沢 

矢
行
地
３ 

木
戸
原
３ 

矢
追
４
‐
２ 

矢
追
４
‐
１ 

矢
行
地
１ 

矢
行
地
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

西
沢 

二
二
九
沢 

二
反
沢 

東
沢 

境
沢 

倉
掛
沢 

外
谷
戸
沢 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

処
花
沢 

焼
山
沢 

北
ノ
入
沢 

田
坂
入
沢 

兵
ノ
沢 

井
戸
ノ
入
沢 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

字
赤
谷
１ 

字
花
木
平 

字
大
畑
２ 

字
大
畑
１ 

字
川
地
２ 

字
川
地
１ 

字
殿
谷
戸 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

字
漆
ヶ
崎
２ 

字
中
道 

字
田
坂
２ 

字
漆
ヶ
崎
１ 

字
田
坂
１ 

字
赤
谷
４ 

字
赤
谷
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

 



                                   

字
切
通
１ 

字
初
花 

字
中
井 

字
長
渕 

字
上
松
２ 

字
荻
ノ
久
保 

字
上
松
１ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

字
ヨ
シ
ガ
平
２ 

字
蔦
岩
向
２ 

字
蔦
岩
向
１ 

字
芳
渡
り
１ 

字
川
戸
入 

字
高
畑
・
大
グ
ル

ミ 字
切
通
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                          

字
高
畑 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
横
瀬
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
（
平
成
二
十

七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
六
百
八
十
一
号
）
の
う
ち
、
次
の
区
域
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                   

八
幡
神
社
❘
１ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
八
―
一
一
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
原
馬
室
字
上
曽
部
百
十
四
番
一
の
一
部 

外 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

八
百
二
十
八
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
一
号 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
二
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
桶

川
市
坂
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
桶
川
都
市
計
画
事
業
坂
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事

業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
つ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
二
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立循環器・呼吸器病センター医療情報システム更新業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局業務部医事・経営担当 

  埼玉県熊谷市板井1696番地 

３ 落札者を決定した日 

  平成31年１月22日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 関東甲信越支社 

  埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 

５ 落札金額 

  710,640,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成30年11月26日 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

病
院 

病
院 種 

別 

医
療
法
人
社
団
明
日
佳 

埼
玉
あ
す
か
松
伏
病
院 

一
般
社
団
法
人
巨
樹
の
会 

新
久
喜
総
合
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
松
葉
一
丁
目 

五
番
地
七 

埼
玉
県
久
喜
市
上
早
見 

四
百
十
八
番
地
一 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

病
院 

病
院 

種 
 

別 

医
療
法
人
社
団
明
日
佳 

埼
玉
あ
す
か
松
伏
病
院 

医
療
法
人
社
団
埼
玉
巨
樹
の
会 

新
久
喜
総
合
病
院 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
松
伏 

千
二
百
六
十
三
番
地
五 

埼
玉
県
久
喜
市
上
早
見 

四
百
十
八
番
地
一 

所 
 

在 
 

地 
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